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指導員派遣及び施設設備使用申請に係る手続きの変更について 

 

  平素より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

  さて、当施設の指導員派遣及び施設設備使用申請に係る手続きについて、令和８年度から下記のとお

り変更させていただくこととなりました。利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 受付開始日の変更について 

  これまで当施設の指導員派遣及び施設設備使用につきましては、使用希望日の前年度３月から受付

を開始しておりましたが、令和８年度使用分から受付開始時期を以下のとおり変更させていただきます。 

 

 希望する指導員派遣及び施設設備が、 

  ・使用日が４月１日～９月３０日までの場合：前年度の３月１日から受付開始 

  ・使用日が１０月１日～３月３１日までの場合：当年度の９月１日から受付開始 

  ※ただし、受付開始日は土日祝を除く平日とします。 

  【参考】令和８年度の場合 

希望する指導員派遣及び施設設備使用日 受付開始日 

令和８年度４月１日（水）～令和８年９月３０日（水） 令和８年３月２日（月） 

令和８年１０月１日（木）～令和９年３月３１日（水） 令和８年９月１日（火） 

 

２ 申請の受付期限および使用料の入金期限の変更について 

  令和８年度使用分から以下のとおり各種期限を変更させていただきます。 

 変更前 ➡ 変更後 

受付期限 使用日の７日前まで 
➡ 

使用日の１４日前まで 

入金期限 使用日の前日まで 使用日の７日前まで 

  ※各種期限が土日祝や年末年始（１２月２９日から１月３日までの間）の場合は、その直前の平日を 

期限とします。 

  以上 
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